
生駒市規則第３３号 

生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

平成２５年６月２４日 

生駒市長 山下 真 

 

   生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則 

 生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する規則（平成５年１２月生駒市規則第３０

号）の一部を次のように改正する。 

 第１６条中「第２０条第１項」を「第２１条第１項」に改める。 

 第２０条及び第２１条中「第２１条」を「第２２条」に改める。 

 第２２条中「第２２条第２項」を「第２３条第２項」に改める。 

 様式第１号中「第２５条」を「第２６条」に改める。 

様式第１４号中「第２０条」を「第２１条」に改める。 

 様式第１７号中「条例第２２条」を「条例第２３条」に、「第２２条 市長は

」を「第２３条 市長は」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


